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青
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県
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
一

議

会

○
青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総

務

課
）
…
一

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
青
森
県
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
変
更
後
の
青
森
県
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政

策
課
及
び
各
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

議

会

青
森
県
議
会
告
示
第
三
号

青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
議
会
議
長

工

藤

慎

康

青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県

議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号
」
を
「
第
二

百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
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